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みんなでつくろう！！子どものためのルール～西東京を子どもにやさしいまちにしよう！～ 

について 

 

１ 目的   

現在検討を進めている（仮称）子ども条例について、作成した条例要綱（素案）の前文や

内容を子ども本人がどのように考えるか確認し、参考とするために子どもとの意見交換会

を実施する。 

 

２ 日時・場所   

 日時：平成 30年４月 21日（土） 午後２時 30分から午後４時 30分まで 

 場所： 西東京市民会館 ３階 大会議室 

 

３ 対象   

 西東京市内に在住・通学・通勤する小学５年生から 18 歳未満（高校生は 18 歳以上も可）

の子どもを対象とする。 

 周知方法は、市立小中学校にはポスターを配布、特に小学６年生及び中学２年生を中心に

学校を通じて PRしてもらう。また、児童館・児童センター、公民館、コミュニティセンター、

市民会館、及びスポーツセンター等にポスター・チラシを配布する。 

 子どもヒアリングにご協力いただいた施設・団体には別途通知を送付する。 

 

４ 内容・スケジュール（予定）   

 

時間 内容 備考 

14：30 １ 開会【5 分】  

14：35 ２ （仮称）子ども条例ってなあに？【15 分】 

＊（仮称）子ども条例要綱（素案）について説明  

 

 

14：50 

(14：50) 

 

 

 

 

 

 

(15：00) 

 

 

 

 

 

 

３ みんなで考えてみよう！グループワーク！【95分】 

(1) グループワークの方法について説明 ≪10分≫ 

 ・グループワークの流れ 

・テーマの説明 

・模造紙やふせんの使い方など 

・まとめをして、最後に発表があることを伝える 

・グループワークのルールを説明（仲良くやる、否定しない等） 

 

(2) 自己紹介 ≪5 分≫ 

（事前に４～５グループに分かれて座ってもらう） 

・名札作り（シールか名刺カードに呼ばれたい名前・ニックネー

ムを記入する） 

・グループの中で自己紹介（名前・ニックネームの紹介、年齢、

学校名、好きなこと等） 
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（15：10） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(16：10) 

 

 

(3) グループワーク ≪60分≫ 

 ・ひとりで意見を考えて書く（10 分） 

 ・ひとりずつ模造紙に貼りながら説明（10分） 

 ・類似する意見をまとめる（5 分） 

 ・もう一度、意見があるか考えて書き、ある場合は模造紙に貼り、

グループ化する（話し合っても良い）（10分） 

 ・重要だと思う順番に並べる（10 分） 

 ・発表の内容をまとめる（15分） 

 ※時間が余る場合は、イラストや文字をかいて装飾する 

 ※空いた時間でアンケートを記入してもらう 

 

(3) 発表 ≪15 分≫ 

16：25 ４ 講評【5 分】 

 ・林部会員より講評をいただく 

 

16：30 ５ 閉会 

 

 

 


